（様式１）
一般競争入札参加資格審査申請書
令和　　年　　月　　日
長野県松本技術専門校長　様
申　込　人
住　　　　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（代理人氏名　　 　　　　　　　　　　 　　　　印）
入札公告に示された入札参加資格要件については、下記のとおりです。
これらの事項は事実に相違ありません。
記
【工事名・工事箇所名】
　工 事 名：令和７年度　松本技術専門校空調設備改修工事
　工事箇所：松本市寿北
１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４台１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号）第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされたものでないこと。
２　建設業法（昭和24年法律第100号）第28条に基づく営業停止の処分を受けていないものであること。
３　長野県入札参加資格者業種及び資格総合点数
４　有効な経営事項審査を有している者であること。
５　長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月18日付け22建政技第337号）に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
６　長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。
７　滞納している県税等徴収金がないこと。（納税証明書の写：入札公告日から３か月前の日以降に交付された未納の県税等徴収金がない証明書）
８　松本、木曽及び北アルプス地域振興局管内のいずれかに本店又は支店若しくは営業所を有していること。
※上記３、４、７について、証明する書類を添付すること。
	入札担当者連絡先
	部　　署　　　　　　　　　　電話番号
担当者名　　　　　　　　　　 FAX番号


（様式２）
質　　　　問　　　　書
提出日：令和７年　　月　　日
	発注機関名
	長野県松本技術専門校
	公  告  日
	令和７年10月９日

	工　事　名
	令和７年度　松本技術専門校空調設備改修工事

	工事箇所名　
	松本市寿北

	質問書提出者
	所　 　 在　  　地
	

	
	商号又は名称
	

	
	電　　　　　　　話
	

	
	担当者　所属・氏名
	

	質問内容
	

	回　　　　答
	


（様式３）
委　　　　任　　　　状
令和　 　年　 　月 　　日
長野県松本技術専門校長　様
委任者
住　　　　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
下記のとおり権限を代理人に委任します。
記
１　工　事 名 令和７年度　松本技術専門校空調設備改修工事
２　委任事項　　　　入札及び見積に関すること。
３　受任者
(1) 住　　所
(2) 名　　称
(3) 職氏名及び使用印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（様式第９号）（第18条関係）
　　　　入　　　　札　　　　書　（第　　回）
      令和 　　年　　 月　 　日
長野県松本技術専門校長　様
                                   入 札 人
    住　　所　　　　　　　　　　　
    商号又は名称　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　    　　 代表者氏名　　　 　　　　　　　　　          　
縦覧に供せられた契約書（案）、設計図書及び入札心得並びに現場を熟覧し、承諾した上で下記のとおり入札します。
　　　記
	工　 事　 名
	令和７年度　松本技術専門校空調設備改修工事

	工 事 箇 所
	松本市寿北

	入 札 金 額
	

	備　　　　考
	


　※１ 入札金額には消費税及び地方消費税を含みません。
※２ 第１回目の入札には入札書と工事費内訳書を提出すること。
（別記様式）

令和    年 　　月　 　日
　　
　　　長野県松本技術専門校長　様
住　　　　所　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者氏名   　　　　　　　　　　　印
　　次の工事について、下記の理由により入札を辞退します。
　　　　　　　　工 事 名　　令和７年度　松本技術専門校空調設備改修工事
　　　　　　　　工事箇所  　松本市寿北
記
　辞退理由（該当する番号に○印を付すこと）
　　１　手持工事があり、受注しても技術者の配置等ができないため。
　　２　経営事項審査の有効期間が経過しているため。
　　３　営業停止処分（入札参加停止措置）を受けているため。
４　見積額が予定価格を上回ったため。
　　５　その他（具体的に記入すること。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	入札辞退届を提出したことをもって、以後の競争入札等に不利益な
取扱いはいたしません。
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